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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月１３日 １４時００分ごろ 

発生場所 福井県福井港西北西方沖 

 福井県坂井市所在の雄
お

島
しま

灯台から真方位２７４°２９.４海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°１７.１′ 東経１３５°３０.８′） 

事故調査の経過  平成２５年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第五十八千歳
ち と せ

丸、４４.４７トン 

   １１９７４６、個人所有 

   ２３.４０ｍ（Lr）×４.７８ｍ×１.９６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２４２kＷ、昭和５６年７月２５日 

Ｂ 漁船 曙
あけぼの

丸、１９トン 

   ＦＫ２－１７２２（漁船登録番号）、個人所有 

   １５.５８ｍ（Lr）×４.２３ｍ×１.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４３４kＷ、昭和５１年６月５日 

   第２５１－１６１０４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６６歳 

   五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和４２年８月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年２月２７日 

    免状有効期間満了日 平成２６年１０月２８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５４年６月８日 

    免許証交付日 平成２５年２月５日 

           （平成３０年２月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部の左舷側底びきロープガイド用ローラーが破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、沖合底びき網漁を終え、船長
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Ａが操船に当たり、ＧＰＳプロッターに帰港地までのコースを表示さ

せ、コースに合わせて針路を設定し、自動操舵に切り替え、約１０ノ

ット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で福井港三国区に向けて

東進した。 

 船長Ａは、帰途につく際、６Ｍレンジで使用中のレーダー画面に約

２～３隻の映像が映っていたものの、５Ｍ程度離れており、Ａ船の針

路上に航行の支障となる他船がいなかったので、操舵室を離れ、船首

甲板で乗組員と共に漁獲物の選別作業を行いながら、約５～１０分の

間隔で操舵室に戻り、周囲の状況を確認していた。 

 船長Ａは、操舵室に戻って周囲の状況を確認したところ、右舷船首

約５～１０ｍに接近したＢ船を認め、舵を左に取ったものの、平成２

５年９月１３日１４時００分ごろ、雄島灯台から真方位２７４°２

９.４Ｍ付近において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝

突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、福井港西北西方沖の漁場で沖

合底びき網漁に従事し、船長Ｂが、操舵室の椅子に腰を掛けて操船に

当たり、えい
．．

網しながら、約０.８knの速力で手動操舵によって北北

東進中、衝突の約５分前、左舷方に同じ漁業協同組合に所属するＡ船

を視認した。 

 船長Ｂは、Ｂ船が底びき網をえい
．．

網しているので、Ａ船は僚船でも

あり、いつもどおり、Ａ船が操業中のＢ船を避けるだろうと思って気

に留めず、レーダーで他の船の動静を監視していたところ、間近に迫

ったＡ船の映像を認め、椅子から立ち上がり、左舷船首至近にＡ船を

視認したが、どうすることもできず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 両船は、Ｂ船の船首左舷側底びきロープガイド用ローラーが破損し

たので、協力してＢ船の底びき網を揚網した後、それぞれ自力航行し

て福井港三国区に帰った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北～北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項  船長Ａは、Ａ船には接近警報機能付きのレーダーを装備していた

が、同機能を使用すれば、機能に頼り、警報が鳴るまで居眠りするこ

とがあるので、使用していなかった。 

 船長Ａは、漁獲物の選別作業に時間を要すれば、漁獲物の鮮度が落

ちて値段が下がることを気にしていた。 

船長Ｂは、僚船以外のタンカー船などが付近を航行する際は、注意

深く動静を監視していたが、僚船の場合、近くを航行したり、近くで

変針したりすることが頻繁にあったので、危険を感じていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、福井港西北西方沖を自動操舵で東進中、船長Ａが、Ａ船の

針路上に航行の支障となる他船を認めなかったので、約５～１０分の

間隔で操舵室に戻り、周囲の状況を確認していたものの、操舵室を離

れ、船首甲板で漁獲物の選別作業を行っており、見張りを適切に行っ

ていなかったことから、右舷船首約５～１０ｍに接近したＢ船を認

め、舵を左に取ったが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、福井港西北西方沖をえい
．．

網しながら北北東進中、船長Ｂ

が、左舷方にＡ船を視認したものの、Ｂ船が底びき網をえい
．．

網してい

るので、Ａ船は僚船でもあり、Ａ船がＢ船を避けるだろうと思い込

み、レーダーで他の船の動静を監視していたことから、左舷船首至近

に接近したＡ船を認め、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、福井港西北西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船がえい
．．

網しながら北北東進中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、ま

た、船長Ｂが、レーダーで他の船の動静を監視していたため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、見張りを適切に行うこと。 

 


